
社会教育施設使用料試算表 【資料７】

増加率 増加率

現行（B案） － －

改正案（B案） 1.16 1.41

改正案（E案） 1.30 1.51

１.生駒市コミュニティセンター（文化ホール）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 12,890円 21,580円 21,580円 44,840円

改正案（B案） 17,550円 29,250円 29,250円 60,850円

改正案（E案） 18,890円 31,490円 31,490円 65,510円

現行（B案） 9,740円 16,130円 16,130円 33,600円

改正案（B案） 10,790円 17,990円 17,990円 37,410円

改正案（E案） 12,130円 20,230円 20,230円 42,080円

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 3,140円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 10,900円

改正案（B案） 4,350円 3,630円 3,630円 3,630円 3,630円 15,100円

改正案（E案） 4,690円 3,900円 3,900円 3,900円 3,900円 16,260円

現行（B案） 2,410円 1,990円 1,990円 1,990円 1,990円 8,300円

改正案（B案） 2,670円 2,230円 2,230円 2,230円 2,230円 9,280円

改正案（E案） 3,010円 2,510円 2,510円 2,510円 2,510円 10,440円

現行（B案） 9,740円 8,170円 8,170円 8,170円 8,170円 33,940円

改正案（B案） 13,190円 10,990円 10,990円 10,990円 10,990円 45,750円

改正案（E案） 14,200円 11,840円 11,840円 11,840円 11,840円 49,250円

現行（B案） 7,330円 6,080円 6,080円 6,080円 6,080円 25,320円

改正案（B案） 8,110円 6,760円 6,760円 6,760円 6,760円 28,130円

改正案（E案） 9,120円 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 31,630円

現行（B案） 520円 420円 420円 420円 420円 2,200円

改正案（B案） 670円 560円 560円 560円 560円 2,930円

改正案（E案） 760円 630円 630円 630円 630円 3,290円

２.生駒市コミュニティセンター（会議室）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00

現行（B案） 840円 630円 630円 630円 630円

改正案（B案） 960円 800円 800円 800円 800円

改正案（E案） 1,080円 900円 900円 900円 900円

現行（B案） 940円 840円 840円 840円 840円

改正案（B案） 1,110円 930円 930円 930円 930円

改正案（E案） 1,250円 1,040円 1,040円 1,040円 1,040円

現行（B案） 2,090円 1,780円 1,780円 1,780円 1,780円

改正案（B案） 2,390円 1,990円 1,990円 1,990円 1,990円

改正案（E案） 2,690円 2,240円 2,240円 2,240円 2,240円

現行（B案） 1,990円 1,680円 1,680円 1,680円 1,680円

改正案（B案） 2,280円 1,900円 1,900円 1,900円 1,900円

改正案（E案） 2,570円 2,140円 2,140円 2,140円 2,140円

３.たけまるホール（大ホール）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 26,500円 44,100円 44,100円 91,760円

改正案（B案） 35,610円 59,360円 59,360円 123,470円

改正案（E案） 38,340円 63,900円 63,900円 132,920円

現行（B案） 19,800円 33,000円 33,000円 68,640円

改正案（B案） 21,900円 36,500円 36,500円 75,920円

改正案（E案） 24,620円 41,040円 41,040円 85,370円

会議室401 92.0㎡

会議室402～404
1室につき

88.0㎡

全体使用
(楽屋1・2を除

く。)

音響及び照明の
操作必要

842.0㎡

音響及び照明の
操作不要

842.0㎡

会議室201～204
1室につき

37.0㎡

会議室205 43.0㎡

客席のみの使用

音響及び照明の
操作必要

312.0㎡

音響及び照明の
操作不要

312.0㎡

控室 26.0㎡

舞台のみの使用

音響及び照明の
操作必要

103.0㎡

音響及び照明の
操作不要

103.0㎡

50% 9.75円 15.18円

全体使用
(控室を除く。)

音響及び照明の
操作必要

415.0㎡

音響及び照明の
操作不要

415.0㎡

44% 8.67円 14.10円

利用者負担割合 各館共通単価 ホール単価

47% 7.49円 10.02円
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社会教育施設使用料試算表 【資料７】

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 6,600円 5,550円 5,550円 5,550円 5,550円 23,040円

改正案（B案） 9,220円 7,680円 7,680円 7,680円 7,680円 31,960円

改正案（E案） 9,920円 8,270円 8,270円 8,270円 8,270円 34,410円

現行（B案） 4,920円 4,090円 4,090円 4,090円 4,090円 17,020円

改正案（B案） 5,670円 4,720円 4,720円 4,720円 4,720円 19,650円

改正案（E案） 6,370円 5,310円 5,310円 5,310円 5,310円 22,100円

現行（B案） 2,300円 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円 9,860円

改正案（B案） 2,620円 2,180円 2,180円 2,180円 2,180円 11,380円

改正案（E案） 2,950円 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 12,800円

現行（B案） 310円 210円 210円 210円 210円 1,150円

改正案（B案） 410円 340円 340円 340円 340円 1,800円

改正案（E案） 460円 390円 390円 390円 390円 2,020円

４.たけまるホール（小ホール等）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 2,930円 2,510円 2,510円 2,510円 2,510円 12,970円

改正案（B案） 3,350円 2,790円 2,790円 2,790円 2,790円 14,530円

改正案（E案） 3,770円 3,140円 3,140円 3,140円 3,140円 16,350円

現行（B案） 2,300円 1,990円 1,990円 1,990円 1,990円 10,260円

改正案（B案） 2,650円 2,210円 2,210円 2,210円 2,210円 11,490円

改正案（E案） 2,980円 2,480円 2,480円 2,480円 2,480円 12,920円

現行（B案） 940円 840円 840円 840円 840円 4,300円

改正案（B案） 1,140円 950円 950円 950円 950円 4,950円

改正案（E案） 1,280円 1,070円 1,070円 1,070円 1,070円 5,570円

現行（B案） 940円 730円 730円 730円 730円 3,860円

改正案（B案） 1,090円 910円 910円 910円 910円 4,730円

改正案（E案） 1,220円 1,020円 1,020円 1,020円 1,020円 5,320円

現行（B案） 1,890円 1,570円 1,570円 1,570円 1,570円 8,170円

改正案（B案） 2,180円 1,820円 1,820円 1,820円 1,820円 9,460円

改正案（E案） 2,450円 2,040円 2,040円 2,040円 2,040円 10,640円

現行（B案） 840円 730円 730円 730円 730円 3,760円

改正案（B案） 980円 820円 820円 820円 820円 4,280円

改正案（E案） 1,110円 920円 920円 920円 920円 4,810円

現行（B案） 630円 520円 520円 520円 520円 2,710円

改正案（B案） 720円 600円 600円 600円 600円 3,150円

改正案（E案） 810円 680円 680円 680円 680円 3,540円

現行（B案） 1,780円 1,470円 1,470円 1,470円 1,470円 7,660円

改正案（B案） 2,080円 1,730円 1,730円 1,730円 1,730円 9,010円

改正案（E案） 2,340円 1,950円 1,950円 1,950円 1,950円 10,140円

現行（B案） 1,150円 940円 940円 940円 940円 4,910円

改正案（B案） 1,350円 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 5,860円

改正案（E案） 1,520円 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 6,590円

現行（B案） 420円 420円 420円 420円 420円 2,100円

改正案（B案） 570円 470円 470円 470円 470円 2,470円

改正案（E案） 640円 530円 530円 530円 530円 2,780円

現行（B案） 630円 520円 520円 520円 520円 2,710円

改正案（B案） 720円 600円 600円 600円 600円 3,150円

改正案（E案） 810円 680円 680円 680円 680円 3,540円

５.たけまるホール（調理室）

対象面積 区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 2,720円 2,720円 3,350円 8,790円

改正案（B案） 3,010円 3,010円 3,770円 9,800円

改正案（E案） 3,390円 3,390円 4,240円 11,020円

調理室 87.0㎡

多目的室 52.0㎡

和室A 22.0㎡

和室B・C
1室につき

28.0㎡

研修室4 38.0㎡

研修室5 28.0㎡

研修室6 80.0㎡

研修室1 44.0㎡

研修室2 42.0㎡

研修室3(美術室) 84.0㎡

ホワイエのみの使用 101.0㎡

楽屋1・2
1室につき

16.0㎡

小ホール

全体使用 129.0㎡

客席のみの使用 102.0㎡

舞台のみの使用

音響及び照明の
操作必要

218.0㎡

音響及び照明の
操作不要

218.0㎡
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社会教育施設使用料試算表 【資料７】

６.鹿ノ台ふれあいホール

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 3,140円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 13,620円

改正案（B案） 5,770円 4,810円 4,810円 4,810円 4,810円 25,020円

改正案（E案） 6,490円 5,410円 5,410円 5,410円 5,410円 28,130円

現行（B案） 630円 520円 520円 520円 520円 2,710円

改正案（B案） 1,300円 1,080円 1,080円 1,080円 1,080円 5,630円

改正案（E案） 1,460円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 6,330円

現行（B案） 310円 210円 210円 210円 210円 1,150円

改正案（B案） 650円 540円 540円 540円 540円 2,810円

改正案（E案） 730円 600円 600円 600円 600円 3,160円

現行（B案） 420円 310円 310円 310円 310円 1,660円

改正案（B案） 800円 670円 670円 670円 670円 3,490円

改正案（E案） 900円 750円 750円 750円 750円 3,920円

現行（B案） 310円 310円 310円 310円 310円 1,550円

改正案（B案） 750円 620円 620円 620円 620円 3,260円

改正案（E案） 840円 700円 700円 700円 700円 3,670円

７.生駒市図書会館（市民ホール）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 15,290円 25,560円 25,560円 53,130円

改正案（B案） 20,640円 34,400円 34,400円 71,560円

改正案（E案） 22,220円 37,030円 37,030円 77,040円

現行（B案） 11,420円 19,070円 19,070円 39,650円

改正案（B案） 12,690円 21,150円 21,150円 44,000円

改正案（E案） 14,270円 23,790円 23,790円 49,480円

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 3,350円 2,830円 2,830円 2,830円 2,830円 11,740円

改正案（B案） 4,560円 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円 15,830円

改正案（E案） 4,910円 4,090円 4,090円 4,090円 4,090円 17,050円

現行（B案） 2,510円 2,090円 2,090円 2,090円 2,090円 8,700円

改正案（B案） 2,800円 2,340円 2,340円 2,340円 2,340円 9,730円

改正案（E案） 3,150円 2,630円 2,630円 2,630円 2,630円 10,950円

現行（B案） 11,940円 9,950円 9,950円 9,950円 9,950円 41,390円

改正案（B案） 16,070円 13,390円 13,390円 13,390円 13,390円 55,720円

改正案（E案） 17,300円 14,420円 14,420円 14,420円 14,420円 59,990円

現行（B案） 8,900円 7,440円 7,440円 7,440円 7,440円 30,930円

改正案（B案） 9,880円 8,230円 8,230円 8,230円 8,230円 34,260円

改正案（E案） 11,110円 9,260円 9,260円 9,260円 9,260円 38,530円

８.生駒市図書会館（大会議室等）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 2,300円 1,990円 1,990円 1,990円 1,990円 10,260円

改正案（B案） 2,620円 2,180円 2,180円 2,180円 2,180円 11,380円

改正案（E案） 2,950円 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 12,800円

現行（B案） 2,200円 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円 9,760円

改正案（B案） 2,520円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 10,930円

改正案（E案） 2,830円 2,360円 2,360円 2,360円 2,360円 12,290円

現行（B案） 1,680円 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円 7,120円

改正案（B案） 1,870円 1,560円 1,560円 1,560円 1,560円 8,110円

改正案（E案） 2,100円 1,750円 1,750円 1,750円 1,750円 9,120円

現行（B案） 1,990円 1,570円 1,570円 1,570円 1,570円 8,270円

改正案（B案） 2,210円 1,840円 1,840円 1,840円 1,840円 9,580円

改正案（E案） 2,480円 2,070円 2,070円 2,070円 2,070円 10,770円

現行（B案） 1,260円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 5,460円

改正案（B案） 1,400円 1,170円 1,170円 1,170円 1,170円 6,080円

改正案（E案） 1,570円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 6,840円

実習室A・B
1室につき

85.0㎡

和室A・B
1室につき

54.0㎡

大会議室A・B
1室につき

101.0㎡

第2研修室 97.0㎡

第3研修室 72.0㎡

客席のみの使用

音響及び照明の
操作必要

380.0㎡

音響及び照明の
操作不要

380.0㎡

舞台のみの使用

音響及び照明の
操作必要

108.0㎡

音響及び照明の
操作不要

108.0㎡

和室D 29.0㎡

全体使用

音響及び照明の
操作必要

488.0㎡

音響及び照明の
操作不要

488.0㎡

小集会室、和室A
1室につき

50.0㎡

和室B 25.0㎡

和室C 31.0㎡

大集会室 222.0㎡

3/6 令和7年度第５回生駒市行政改革推進委員会（令和７年12月10日）



社会教育施設使用料試算表 【資料７】

９.南コミュニティセンターせせらぎ（せせらぎホール）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 14,460円 24,300円 24,300円 50,450円

改正案（B案） 19,620円 32,710円 32,710円 68,040円

改正案（E案） 21,130円 35,210円 35,210円 73,250円

現行（B案） 10,890円 18,020円 18,020円 37,540円

改正案（B案） 12,060円 20,110円 20,110円 41,830円

改正案（E案） 13,570円 22,620円 22,620円 47,040円

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 4,090円 3,460円 3,460円 3,460円 3,460円 14,340円

改正案（B案） 5,580円 4,650円 4,650円 4,650円 4,650円 19,350円

改正案（E案） 6,010円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 20,830円

現行（B案） 3,040円 2,510円 2,510円 2,510円 2,510円 10,460円

改正案（B案） 3,430円 2,860円 2,860円 2,860円 2,860円 11,900円

改正案（E案） 3,860円 3,210円 3,210円 3,210円 3,210円 13,380円

現行（B案） 10,370円 8,690円 8,690円 8,690円 8,690円 36,100円

改正案（B案） 14,040円 11,700円 11,700円 11,700円 11,700円 48,680円

改正案（E案） 15,110円 12,590円 12,590円 12,590円 12,590円 52,410円

現行（B案） 7,860円 6,490円 6,490円 6,490円 6,490円 27,060円

改正案（B案） 8,630円 7,190円 7,190円 7,190円 7,190円 29,930円

改正案（E案） 9,710円 8,090円 8,090円 8,090円 8,090円 33,660円

現行（B案） 420円 310円 310円 310円 310円 1,660円

改正案（B案） 460円 390円 390円 390円 390円 2,020円

改正案（E案） 520円 430円 430円 430円 430円 2,280円

現行（B案） 310円 310円 310円 310円 310円 1,550円

改正案（B案） 440円 360円 360円 360円 360円 1,910円

改正案（E案） 490円 410円 410円 410円 410円 2,150円

10.南コミュニティセンターせせらぎ（小ホール等）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 4,190円 3,460円 3,460円 3,460円 3,460円 18,030円

改正案（B案） 4,680円 3,900円 3,900円 3,900円 3,900円 20,280円

改正案（E案） 5,260円 4,380円 4,380円 4,380円 4,380円 22,810円

現行（B案） 210円 210円 210円 210円 210円 1,050円

改正案（B案） 330円 280円 280円 280円 280円 1,460円

改正案（E案） 380円 310円 310円 310円 310円 1,640円

現行（B案） 630円 630円 630円 630円 630円 3,150円

改正案（B案） 990円 840円 840円 840円 840円 4,380円

改正案（E案） 1,140円 930円 930円 930円 930円 4,920円

現行（B案） 520円 420円 420円 420円 420円 2,200円

改正案（B案） 590円 490円 490円 490円 490円 2,590円

改正案（E案） 670円 560円 560円 560円 560円 2,910円

現行（B案） 1,050円 840円 840円 840円 840円 4,410円

改正案（B案） 1,240円 1,040円 1,040円 1,040円 1,040円 5,410円

改正案（E案） 1,400円 1,170円 1,170円 1,170円 1,170円 6,080円

現行（B案） 1,570円 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 6,610円

改正案（B案） 1,740円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 7,550円

改正案（E案） 1,950円 1,630円 1,630円 1,630円 1,630円 8,490円

現行（B案） 520円 420円 420円 420円 420円 2,200円

改正案（B案） 590円 490円 490円 490円 490円 2,590円

改正案（E案） 670円 560円 560円 560円 560円 2,910円

現行（B案） 630円 520円 520円 520円 520円 2,710円

改正案（B案） 720円 600円 600円 600円 600円 3,150円

改正案（E案） 810円 680円 680円 680円 680円 3,540円

和室1 23.0㎡

和室2・3
1室につき

28.0㎡

プレイルーム 23.0㎡

セミナー室201 48.0㎡

セミナー室202・203・301～303
1室につき

67.0㎡

楽屋2 17.0㎡

小ホール 180.0㎡

リハーサル室

せせらぎホール
又は小ホール
との併用使用

13.0㎡

単独使用 13.0㎡

客席のみの使用

音響及び照明の
操作必要

332.0㎡

音響及び照明の
操作不要

332.0㎡

楽屋1 18.0㎡

舞台のみの使用

音響及び照明の
操作必要

132.0㎡

音響及び照明の
操作不要

132.0㎡

全体使用
(楽屋1・2を除

く。)

音響及び照明の
操作必要

464.0㎡

音響及び照明の
操作不要

464.0㎡
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11.南コミュニティセンターせせらぎ（調理室）

対象面積 区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 2,510円 2,510円 3,140円 8,160円

改正案（B案） 2,800円 2,800円 3,510円 9,120円

改正案（E案） 3,150円 3,150円 3,940円 10,260円

12.北コミュニティセンターISTAはばたき（はばたきホール）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 22,310円 37,090円 37,090円 77,190円

改正案（B案） 30,030円 50,050円 50,050円 104,110円

改正案（E案） 32,330円 53,880円 53,880円 112,080円

現行（B案） 16,660円 27,660円 27,660円 57,580円

改正案（B案） 18,460円 30,770円 30,770円 64,010円

改正案（E案） 20,760円 34,610円 34,610円 71,990円

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 8,690円 7,230円 7,230円 7,230円 7,230円 30,090円

改正案（B案） 11,710円 9,760円 9,760円 9,760円 9,760円 40,610円

改正案（E案） 12,610円 10,510円 10,510円 10,510円 10,510円 43,730円

現行（B案） 6,490円 5,340円 5,340円 5,340円 5,340円 22,280円

改正案（B案） 7,200円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 24,970円

改正案（E案） 8,100円 6,750円 6,750円 6,750円 6,750円 28,080円

現行（B案） 13,620円 11,310円 11,310円 11,310円 11,310円 47,090円

改正案（B案） 18,310円 15,260円 15,260円 15,260円 15,260円 63,490円

改正案（E案） 19,710円 16,430円 16,430円 16,430円 16,430円 68,350円

現行（B案） 10,160円 8,490円 8,490円 8,490円 8,490円 35,300円

改正案（B案） 11,260円 9,380円 9,380円 9,380円 9,380円 39,040円

改正案（E案） 12,660円 10,550円 10,550円 10,550円 10,550円 43,900円

現行（B案） 310円 310円 310円 310円 310円 1,550円

改正案（B案） 440円 360円 360円 360円 360円 1,910円

改正案（E案） 490円 410円 410円 410円 410円 2,150円

13.北コミュニティセンターISTAはばたき（小ホール）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 7,540円 6,290円 6,290円 6,290円 6,290円 26,160円

改正案（B案） 10,150円 8,460円 8,460円 8,460円 8,460円 35,190円

改正案（E案） 10,920円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 37,880円

現行（B案） 5,550円 4,610円 4,610円 4,610円 4,610円 19,190円

改正案（B案） 6,240円 5,200円 5,200円 5,200円 5,200円 21,640円

改正案（E案） 7,020円 5,850円 5,850円 5,850円 5,850円 24,330円

14.北コミュニティセンターISTAはばたき（リハーサル室等）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 730円 630円 630円 630円 630円 3,250円

改正案（B案） 910円 750円 750円 750円 750円 3,940円

改正案（E案） 1,020円 850円 850円 850円 850円 4,430円

現行（B案） 2,200円 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円 9,760円

改正案（B案） 2,730円 2,250円 2,250円 2,250円 2,250円 11,820円

改正案（E案） 3,060円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 13,290円

現行（B案） 730円 630円 630円 630円 630円 3,250円

改正案（B案） 910円 750円 750円 750円 750円 3,940円

改正案（E案） 1,020円 850円 850円 850円 850円 4,430円

現行（B案） 1,570円 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円 7,010円

改正案（B案） 1,820円 1,510円 1,510円 1,510円 1,510円 7,880円

改正案（E案） 2,040円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 8,870円

現行（B案） 730円 630円 630円 630円 630円 3,250円

改正案（B案） 850円 710円 710円 710円 710円 3,710円

改正案（E案） 960円 800円 800円 800円 800円 4,180円

セミナー室201～203
1室につき

70.0㎡

セミナー室204 33.0㎡

リハーサル室

はばたきホール
又は小ホール
との併用使用

35.0㎡

単独使用 35.0㎡

プレイルーム 35.0㎡

音響及び照明の
操作必要

240.0㎡

音響及び照明の
操作不要

240.0㎡

客席のみの使用

音響及び照明の
操作必要

433.0㎡

音響及び照明の
操作不要

433.0㎡

楽屋1～4
1室につき

17.0㎡

舞台のみの使用

音響及び照明の
操作必要

277.0㎡

音響及び照明の
操作不要

277.0㎡

全体使用
(楽屋1～4を除

く。)

音響及び照明の
操作必要

710.0㎡

音響及び照明の
操作不要

710.0㎡

調理室 81.0㎡
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現行（B案） 1,570円 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円 7,010円

改正案（B案） 1,820円 1,510円 1,510円 1,510円 1,510円 7,880円

改正案（E案） 2,040円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 8,870円

現行（B案） 1,050円 840円 840円 840円 840円 4,410円

改正案（B案） 1,170円 970円 970円 970円 970円 5,070円

改正案（E案） 1,310円 1,090円 1,090円 1,090円 1,090円 5,700円

現行（B案） 1,150円 940円 940円 940円 940円 4,910円

改正案（B案） 1,270円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 5,520円

改正案（E案） 1,430円 1,190円 1,190円 1,190円 1,190円 6,210円

現行（B案） 1,260円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 5,460円

改正案（B案） 1,480円 1,230円 1,230円 1,230円 1,230円 6,420円

改正案（E案） 1,660円 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円 7,220円

15.北コミュニティセンターISTAはばたき（調理室）

対象面積 区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 3,670円 3,670円 4,610円 11,950円

改正案（B案） 4,090円 4,090円 5,110円 13,290円

改正案（E案） 4,600円 4,600円 5,750円 14,950円

16.芸術会館美楽来（展示室）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 8,800円 14,670円 14,670円 30,510円

改正案（B案） 9,770円 16,290円 16,290円 42,370円

改正案（E案） 10,990円 18,330円 18,330円 47,650円

現行（B案） 4,400円 7,330円 7,330円 15,250円

改正案（B案） 4,880円 8,140円 8,140円 21,180円

改正案（E案） 5,490円 9,160円 9,160円 23,820円

現行（B案） 1,150円 1,890円 1,890円 4,930円

改正案（B案） 1,300円 2,160円 2,160円 5,630円

改正案（E案） 1,460円 2,430円 2,430円 6,330円

17.芸術会館美楽来（セミナー室等）

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 1,260円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 5,460円

改正案（B案） 1,400円 1,170円 1,170円 1,170円 1,170円 6,080円

改正案（E案） 1,570円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 6,840円

現行（B案） 1,260円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 5,460円

改正案（B案） 1,400円 1,170円 1,170円 1,170円 1,170円 6,080円

改正案（E案） 1,570円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 6,840円

現行（B案） 630円 520円 520円 520円 520円 2,710円

改正案（B案） 780円 650円 650円 650円 650円 3,380円

改正案（E案） 870円 730円 730円 730円 730円 3,800円

18.ふるさとミュージアム

対象面積 区分 9：00～12：00 12：00～14：30 14：30～17：00 17：00～19：30 19：30～22：00 9：00～22：00

現行（B案） 1,360円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 5,960円

改正案（B案） 1,550円 1,290円 1,290円 1,290円 1,290円 6,750円

改正案（E案） 1,750円 1,460円 1,460円 1,460円 1,460円 7,590円

美術室1～3
1室につき

54.0㎡

和室 30.0㎡

多目的室 59.9㎡

半面 188.0㎡

常設展示室 50.0㎡

セミナー室1～4
1室につき

54.0㎡

調理室 118.0㎡

全面 376.0㎡

和室1 45.0㎡

和室2 49.0㎡

和室3 57.0㎡

セミナー室301～305
1室につき

70.0㎡
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